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平 成 ３ ０ 年 第 １ ０ 回 江 東 区 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録  １ 開会年月日  平成３０年１０月２６日（金）午前１０時００分  ２ 閉会年月日  平成３０年１０月２６日（金）午前１０時３８分  ３ 開 会 場 所       江東区役所  ４ 出 席 委 員       岩佐哲男（教育長）、眞貝裕利子（教育長職務代理者）、橋本俊雄、          松江恒治  ５ 欠 席 委 員       進藤孝  ６ 出 席 職 員       武越教育委員会事務局次長、          寺内教育委員会事務局参事 教育センター所長事務取扱、          岩井庶務課長、谷川学校施設課長（整備担当課長兼務）、油井学務課長、          伊藤指導室長（教育センター連絡調整担当課長兼務）、          堀越学校支援課長、池田放課後支援課長、          上原江東図書館長（深川図書館長兼務）  ７ 議事案件      １  教育委員会委員の議席の指定について 議案第２９号  江東区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則及び江東区公立幼稚園及び         公立認定こども園に係る保育料に関する規則の一部を改正する規則 議案第３０号  江東区立学校衛生委員会設置規程の一部改正 議案第３１号  江東区立学校衛生管理者等設置規程の一部改正  ８ 報告事項 （１）平成３０年第３回区議会定例会（教育委員会関係）について （２）江東区私立幼稚園及び私立認定こども園の保育料に関する規則の一部を改正する    規則について （３）平成３０年度校園長・幼稚園副園長・教育管理職選考受験の状況について （４）江東区立学校に係る部活動の方針（部活動ガイドライン）の策定について （５）児童向け複合施設の整備について  ９ 審議概要 岩 佐 教 育 長  おはようございます。ただいまより平成３０年第１０回江東区教育委員会定例会を開会いたします。  本日の会議に進藤委員から欠席の届け出がありましたので、ご報告いたします。 
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 本日の会議録署名委員をご指名いたします。眞貝委員、橋本委員にお願いいたします。  このたび、松江恒治さんが本日付けで区長より江東区教育委員に任命されましたので、その経過について事務局より説明願います。  事務局次長  武越事務局次長  それでは、教育委員の任命経過について、ご報告いたします。  平成３０年第３回区議会定例会におきまして、松江恒治氏を教育委員に選任すべく、区長より教育委員選任同意方の議案が提出され、区議会の同意を得ましたので、本日１０月２６日付けで、区長より教育委員に任命された次第であります。  岩 佐 教 育 長  それでは、ここで松江委員から、委員就任のご挨拶をお願いいたします。  松 江 委 員  おはようございます。このたび、区議会の同意をいただき、区長より教育委員に再任されました。教育長、また各委員、そして理事者の皆さんのご指導をいただきながら、引き続き本区の教育の充実発展のため職責を全うしてまいる決意でございますので、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。ありがとうございました。  岩 佐 教 育 長  ありがとうございました。  それでは、審議に入ります。  日程第１ 教育委員会委員の議席の指定についてを議題といたします。  委員の議席につきましては、江東区教育委員会会議規則第６条の規定により、教育長が定めることになっております。  ただいまご着席のとおり決定いたしますので、よろしくお願いいたします。  続いて、日程第２につきましては報告事項２と関連する議案ですので、一括して説明を受けた後、審議いたしたいと存じます。  それでは、日程第２ 議案第２９号 江東区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則及び江東区公立幼稚園及び公立認定こども園に係る保育料に関する規則の一部を改正する規則及び報告事項２ 江東区私立幼稚園及び私立認定こども園の保育料に関する規則の一部を改正する規則についてを一括して説明願います。  事務局次長  武越事務局次長  議案第２９号 江東区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則及び江東区公立幼稚園及び公立認定こども園に係る保育料に関する規則の一部
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を改正する規則。  上記の議案を提出する。平成３０年１０月２６日。提出者、江東区教育委員会。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条の規定に基づき、本案を提出いたします。  岩 佐 教 育 長  学務課長。  油 井 学 務 課 長  一括議題となりました日程第２及び報告事項には、いずれも幼稚園、認定こども園１号の保育料にかかわる規則の改正にかかわるものでございます。国の子ども・子育て支援法施行令及び同法施行規則の改正を受けまして、学務課で所管する３本の規則について改正を行うものです。改正内容は２点ございます。  まず１点目ですが、未婚のひとり親を寡婦（夫）とみなす特例に伴う改正です。これは婚姻によらず母または父となり、現在も婚姻をしていない、いわゆるみなし寡婦（夫）について保育料額決定にかかわる市区町村民税の算定に当たり、地方税法上の寡婦（夫）控除を適用することで、ひとり親家庭の支援を図るものです。この取り扱いにつきましては、既に平成２９年４月１日より本区では実施しておりますが、国の法令等の改正に伴い、規則に定めるために改正を行うものです。  ２点目は、都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例に伴う改正です。これは地方税法の改正に伴いまして、平成３０年度から指定都市に住所を有する方については、市民税は税率が６％から８％に改正されたことに伴い、指定都市に住所を有する方と、それ以外の方で所得が同一にもかかわらず保育料額が異なることがないように改正前の税率と同額、同等になるように措置を講ずるものです。  なお、規則は平成３０年９月１日から適用いたします。  私からの説明は以上です。よろしくご審議のほど、お願いいたします。  岩 佐 教 育 長  それでは、本案について質疑を願います。  松江委員。  松 江 委 員  これは保育料の引き上げということでいいのでしょうか。  それから、おととい、安倍総理の所信表明の中に幼児教育について触れられていたわけですけれども、それによって国の動きで政令等が施行された場合に、どういう変化が生じるのか、その辺を聞いておきたいと思います。  岩 佐 教 育 長  学務課長。  
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油 井 学 務 課 長  今回の規則改正につきましては、保育料の引き上げではございません。現在、未婚のひとり親を寡婦（夫）とみなすという改正でございますので、保育料を引き上げるということではなく、寡婦（夫）と同じように保育料をするというものでございます。幼稚園、保育園に通われている、特に教育委員会の所管は幼稚園ですけれども、この改正によりまして影響を受ける方というのはおりませんでした。  指定都市のほうなんですけれども、こちらは学務課所管としましては、江東区に住所を有する方が幼稚園に通われる場合の規定なんですけれども、例えば４月１日に本区に住所があって、１月１日現在の住所地が指定都市の場合、保育料が上がってしまうという改正なんですけれども、こちらも保育料が上がらないという措置でございますので、保育料につきましては、いずれも引き上げということではございません  以上です。  岩 佐 教 育 長  ほかにはよろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  お諮りいたします。日程第２について、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  ご異議ありませんので、これを決定するとともに、本報告を終了いたします。  続いて、日程第３ 議案第３０号 江東区立学校衛生委員会設置規程の一部改正を議題といたします。  本案について説明願います。  事務局次長。  武越事務局次長  議案第３０号 江東区立学校衛生委員会設置規程の一部改正。  上記の議案を提出する。平成３０年１０月２６日。提出者、江東区教育委員会。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条の規定に基づき、本案を提出いたします。  岩 佐 教 育 長  庶務課長。  岩 井 庶 務 課 長  日程第３ 議案第３０号 江東区立学校衛生委員会設置規程の一部改正についてご説明いたします。  資料２をごらんいただきたいと存じます。  この規程は、教職員が５０人以上勤務する学校、園における衛生委員会の設置及び運営について必要な事項を定めているものでございます。今回の改正は、豊洲北小学校に加え、新たに浅間竪川小学校が設置基準
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に該当することになりました。今後を見据え、設置のための所用の規定整備が必要であるため提出するものでございます。  では、改正内容について申し上げます。  まず、第１条、趣旨は、これまで記載のなかった根拠法令であります労働安全衛生法を新たに明記するものでございます。  次に、第３条２項は、衛生委員会の設置校の表記になりますが、今回、浅間竪川小が加わったこと及び今後もほかの学校でも増減が見込まれることを踏まえ、学校名の記載を改め、法及びこれに基づく政令等により定められた事業所に該当区立学校と表記するものでございます。  裏面は新旧対照表となっております。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  岩 佐 教 育 長  それでは、本案について質疑願います。  よろしいですか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  お諮りいたします。日程第３について、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  ご異議ありませんので、これを決定いたします。  続いて、日程第４ 議案第３１号 江東区立学校衛生管理者等設置規程の一部改正を議題といたします。  本案について説明願います。  事務局次長。  武越事務局次長  議案第３１号 江東区立学校衛生管理者等設置規程の一部改正。  上記の議案を提出する。平成３０年１０月２６日。提出者、江東区教育委員会。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条の規定に基づき、本案を提出いたします。  岩 佐 教 育 長  庶務課長。  岩 井 庶 務 課 長  では、日程第４ 議案第３１号 江東区立学校衛生管理者等設置規程の一部改正について、ご説明いたします。  資料３をごらんいただきたいと存じます。  まず、この規程は教職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、学校、園の衛生管理者、衛生推進者等の設置及び職務について必要な事項を定めているものでございます。  今回の改正は、本年４月に義務教育学校である有明西学園が新設されたため、規程整備を行うものでございます。 
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 改正内容については、第１条におきまして、設置対象校となる区立学校の表記を「小学校及び中学校」から「小学校、中学校及び義務教育学校」に改めるものでございます。  裏面は新旧対照表となっております。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。  岩 佐 教 育 長  本案について質疑をお願いします。  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  お諮りいたします。日程第４について、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  ご異議ありませんので、これを決定いたします。  これより報告事項に入ります。  報告事項１ 平成３０年第３回区議会定例会（教育委員会関係）についてを事務局より説明願います。  事務局次長。  武越事務局次長  それでは、私から、先月開催されました平成３０年第３回区議会定例会の教育委員会関係の質疑ついて、少々お時間をいただきましてご報告を申し上げます。  資料の４をごらんいただきたいと存じます。  区政一般質問についてですが、全体で４５問の質問がありまして、教育関連では、資料に記載のとおり、大きく５本の質問があったところでございます。質問と答弁の概要についてご説明を申し上げます。  １人目は、自民党の榎本雄一議員の代表質問です。  本区の教育課題について、２点の質問がありました。  １点目は、本年夏の猛暑による小中学校への影響と熱中症対策について、また、体育館の冷房化を進めるべきとの質問でした。これに対して、全校集会の教室での実施、部活動の中止や時間短縮等、教育活動のさまざまな場面で影響があった。熱中症対策としては、児童生徒へは、各校へ通知等による注意喚起や熱中症予防情報メールを活用するなど、未然防止に努めた。また、体育館の冷房化は２３区中２区が実施しており、今後５区が計画している。本区としても早急に対策を講じる必要があると認識しており、コスト面や手法も含め検討を進めていく旨の答弁をいたしました。  ２点目は、教育相談のあり方及び組織改正についてです。複雑多様化している教育相談を組織改正も視野に入れ、もっとわかりやすい体制にすべきとの質問でした。これに対し、ワンストップ型の教育相談窓口の設置をするべく、教育センターを中心とした教育委員会組織の再編を検



 7

討している旨の答弁をいたしました。  榎本議員の質問については以上です。  ２人目は、公明党の河野清史議員の代表質問です。  教育施策について、４点の質問がありました。  １点目は、不登校対策として、ブリッジスクールの拡充やこころのスキルアップ教育の推進、家庭教育への支援などを充実すべきとの質問でしたが、これに対し、拡充するべく検討を進めている旨の答弁をいたしました。  ２点目は、ＳＮＳを活用した相談体制の整備を図るべきとの質問でしたが、これに対し、現在、講話やＤＶＤ、ＳＯＳダイヤルの周知などを通した取り組みを行っている。今後は、都のＬＩＮＥ相談の周知とＳＮＳによる相談も視野に入れた相談窓口の設置について検討していく旨の答弁をいたしました。  ３点目は、通学における荷物の軽減について配慮すべきとの質問でしたが、これに対し、文科省から通知を受け、区としても各校に周知を図ったが、これまでも夏休み前には計画的に物を持ち帰るよう指導するなど、各校で工夫をしている。今後とも、児童生徒の負担過多とならないよう、工夫して対応していく旨の答弁をいたしました。  ４点目は、ネット依存対策として、特にゲーム障害の予防への取り組みが必要との質問でしたが、これまでＳＮＳ学校ルールや家庭ルールを通して取り組んでおり、今後は保健体育等の学習機会を通して、ゲーム障害も含めたインターネットと健康のかかわりについて学ぶ機会の充実に努める旨の答弁をいたしました。  河野議員の質問については以上です。  ３点目は、共産党の赤羽目民雄議員の代表質問です。  教育費の負担軽減について、５点の質問がありました。  １点目は、副教材等は公費負担とするべきとの質問でしたが、多額の財政負担が生じることから保護者へ負担をお願いしており、公費負担する考えはないが、経済的に厳しい状況の方には就学援助制度の中で対応を図っている旨の答弁をいたしました。  ２点目は、就学援助について、都の基準単価の引き上げに伴い区も引き上げるべき、また一方で、国の生活保護基準の引き上げに連動して認定基準を引き下げないようにすべきとの質問がありましたが、来年度は都の基準単価にあわせて引き上げを予定しており、一方の認定基準の引き下げは実施しない旨の答弁をいたしました。  ３点目は、学校給食費の負担を軽減すべきとの質問ですが、学校給食法に基づき保護者に負担をお願いしており、生活が厳しい世帯には就学援助制度において負担軽減は図られている。現時点では、さらなる軽減は考えていない旨の答弁をいたしました。  ４点目は、給付型の奨学金制度の拡大や要件緩和を国に求めるべき、



 8

また、区として独自の給付型奨学金制度を創設すべきとの質問でしたが、国の制度は導入後、間もないため、検証の期間が必要であり、今、改善を求める考えはない。また、国や都、各種機関の奨学金制度が充実しているため、当面は区独自で給付型奨学金制度を創設する考えはない旨の答弁をいたしました。  ５点目は、現在、生活支援部において生活困窮者世帯の中学生の学習支援策として、まなび塾を文化センターと総合区民センターで実施しているが、それを小学校も対象とし、会場も増やすべきとの質問でしたが、これに対し、まなび塾は主に高校への進学を目的としているため、小学生は対象とする考えはない。また、応募状況からも、現時点では会場を増やす考えはない旨の答弁をいたしました。  赤羽目議員の質問については以上です。  ４点目は、自民党の若林しげる議員の通告質問です。  幼児教育無償化の対象や課題、今後の取り組みについて質問がありました。これに対して、幼稚園、保育所、認定こども園に通う３歳から５歳、非課税世帯のゼロから２歳の子ども、合わせて１万３,０００人を見込んでいるが、ベビーホテル、ベビーシッターなどの認可外保育事業の対象者は把握していない。また、無償化による課題としては、１５億円の財源が必要と推計しているため国にその補助を求めていること、また、保育需要が拡大し待機児童が増加すること及び対象拡大に伴う事務量の増加が上げられる。今後の取り組みとしては、引き続き保育所整備を進めるとともに、幼稚園では３歳児保育、預かり保育等を検討していく旨の答弁をいたしました。  若林議員の質問については以上です。  ５点目は、民政クラブの白岩忠夫議員の通告質問です。  教育環境に関する取り組みについて、３点の質問がありました。  １点目は、小中一貫校の取り組みについて、有明西学園の取り組みを検証し、全区に広げ、９年間の学びの充実を図るべきとの質問でしたが、これに対し、現在、有明西学園では、小中学校段階の接続の円滑化や一貫性、継続性のある指導の充実、また、Arinishi Sports day など、異年齢活動を積極的に行っており、教員の意識改革も進んでいる。今後は、そうした実践を全校に少しずつでもいいから広げていきたい旨の答弁をいたしました。  ２点目は、中学校の校外学習について。富士見高原学園廃園後の民間借り上げ施設の状況及び農業体験や平和学習を取り入れたらどうかとの質問に対しまして、各校の意見や要望を踏まえ、八ヶ岳周辺での民間施設を借り上げる方向で手続きを進めている。また、体験学習はさまざまな内容を選択できるよう、また、社会科や総合的な学習の時間も活用しながら効果的な体験学習について検討していく旨の答弁をいたしました。  ３点目は、外国人の教育環境整備について。今後、外国人児童生徒は
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一層の増加が見込まれ、かつ充実が必要と考えるが、どうかとの質問でしたが、これまでも日本語指導員やボランティアの派遣、日本語クラブ及び日本語学級の設置等、充実に努めてきた。今後とも、保護者ともよく相談しながら充実に努めていく旨の答弁をいたしました。  一般質問の報告は以上でございます。  次に、特別委員会についてご報告をいたします。  資料には記載ございませんが、説明させていただきます。  ９月２６日に一般会計補正予算（第１号）を審査する平成３０年度予算審査特別委員会が開催され、９月２８日から１０月４日に平成２９年度決算審査特別委員会が開催されました。  予算審査特別委員会の歳出各款の質疑では、公明党の石川邦夫委員から、中学校特別支援教育について、その状況や小学校との連携、保護者の支援等についての質問がありました。  また、共産党のそえや良夫委員からは、特別支援教室の専門員の配置状況や学校現場の負担及び環境整備についての質問があったところでございます。  次に、決算審査特別委員会ですが、初日の総括質疑において、２名から質問がございました。  民政クラブの徳永雅博委員からは、日本語指導教室について、また、公明党の石川邦夫委員からは、２９年度決算における教育費の評価と課題についての質問があったところです。  また、４日目から５日目にかけて質疑された第７款教育費の審査では、１３名の委員から質問がありました。内容につきましては、学びスタンダードの取り組みやオリンピック・パラリンピック教育をはじめ、不登校対策や俳句教育、ＩＣＴ教育や視覚障害を持つ児童の対応、小中学校の周年行事に関する質問のほか、放課後対策やウィークエンドスクール、学校支援地域本部、図書館運営等、学校教育以外の質問が多数ありました。  また、教職員の働き方改革や体育館の冷房化の質問など、今回は、教育費の質疑は、全体的には教育委員会の取り組み、方向性、施策を後押しするような質問をいただいたというようなところでございます。  次に、１０月１１日に開催されました文教委員会についてご報告いたします。議題は、資料の裏面に記載の１５点になってございます。  まず、議題（１） 議案第６７号から議題３ 議案第８１号までの３件は、いずれも９月７日開催の第９回定例会でご審議の上、ご可決いただいております。  まず、議案第６７号は、千田福祉会館に併設されております千田児童館の指定管理の指定についてですが、全会一致で可決されました。  また、議案第６８号は、豊洲、古石場、亀戸及び東雲図書館の指定管理の指定についてですが、挙手による採決の結果、賛成多数で可決され
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ました。  次に、議題（３） 議案第８１号は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正伴い、介護補償額を引き上げるという内容ですが、全会一致で可決されたところでございます。  次に、議題（４）から議題（１４）までは、いずれも継続審議となっている陳情であり、状況に変化がないことから、説明は省略させていただきます。  議題（１５） ３０陳情第３２号の２ 性犯罪者の再犯防止とこどもの見守り体制強化を求める陳情のうち、子ども見守り体制の強化につきましては、文教委員会に新たに付託された陳情であります。陳情の趣旨は、子どもを性犯罪から守るため、通学路などにおいて見守り体制を強化するよう区に働きかけてくださいというものです。現在、通学路等には、地域においてＰＴＡや町会・自治会のご協力、あるいはシルバー人材センター職員の配置等により児童の見守りを行っておりますが、引き続き見守りに対しての強化を検討していくということで、本件は継続審査となっているところでございます。  議題については以上でございます。  最後に、２の報告事項についてですけれども、報告事項は資料に記載のとおり１０点ございますが、いずれも第９回定例会でご報告、ご協議していただいた案件及び事前に各委員にご説明をさせていただいた案件もございますので、説明は省略させていただきます。  以上、長くなりましたが、定例会のご報告とさせていただきます。  岩 佐 教 育 長  それでは、本件について質疑をお願いします。  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項３ 平成３０年度校園長・幼稚園副園長・教育管理職選考受験の状況についてを説明願います。  指導室長。  伊 藤 指 導 室 長  それでは、平成３０年度校園長・幼稚園副園長・教育管理職選考受験の状況について、ご報告いたします。  資料の６をごらんください。  これは、今年度の学校、幼稚園における管理職選考の受験の状況についての報告でございます。  まず、幼稚園でございます。幼稚園では、園長選考受験者が２名で、既に９月７日に最終選考結果が発表となっており、受験した２名が合格をしております。 
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 副園長選考については、受験者は２名です。  次に、小学校でございます。  校長選考の受験者が２５名、そのうち１０名が１次選考に合格をいたしました。９月下旬に２次選考の面接を実施しております。また、主に指導主事となるＡ選考の受験者が１名、主に副校長となるＢ選考受験者が計１２名でございます。年齢５０歳以上が対象で、即戦力となる翌年度の昇任となるＣ選考については、受験者が合計２名となっております。  次に、中学校でございます。  校長選考の受験者が１２名、そのうち４名が１次選考に合格いたしました。小学校同様、既に９月下旬に２次選考の面接を実施しております。中学校では、Ａ選考の受験者が２名、Ｂ選考の受験者が３名です。Ｃ選考の受験者はおりません。  今年度、小学校では副校長となるＢ選考受験者が１２名で、多くの受験者を確保することができました。今後も、管理職選考受験者の確保に努めてまいりたいと思っております。  なお、小中学校の最終的な合格発表は１１月末を予定しております。  報告は以上でございます。  岩 佐 教 育 長  それでは、本件について質疑を願います。  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項４ 江東区立学校に係る部活動の方針（部活動ガイドライン）の策定についてを説明願います。  学校支援課長。  堀越学校支援課長  江東区立学校に係る部活動の方針（部活動ガイドライン）の策定について、ご報告申し上げます。  資料７をごらんいただきたく存じます。  小学校長会、中学校長会の代表及び指導室、学校支援課の代表から構成される部活動の振興を図る検討委員会において、平成２８年度からの２年間の議論を経まして、このたび本方針を策定いたしました。  この間、スポーツ庁より示されました運動部活動の在り方に関するガイドライン、これは平成３０年３月、及び東京都教育委員会から示されました運動部活動の在り方に関する方針、これは平成３０年４月に出されておりますが、これらとの整合性を合わせながら、江東区の実態に合った部活動ガイドラインとなっているところでございます。  具体的な内容につきましては、別冊のステープラーどめの資料として、ガイドラインにつきましては８ページ立て、本日はそのほかに別紙１から３の資料を添付させていただいております。概要についてご説明いた



 12

します。詳細につきましては、後ほどご確認いただきたく存じます。  このガイドラインに一貫して流れる理念は、生徒のバランスのとれた生活、成長に配慮することと、教員の働き方改革の推進、この２点でありまして、このことは平成２９年７月に示されました学習指導要領に明確に位置づけられているとともに、スポーツ庁のガイドラインに位置づけられているところでございます。  別冊のガイドラインをごらんください。ガイドライン全体の構成につきましては、２ページからの１として、適切な運営のための体制整備について記載をさせていただいております。  続いて、４ページからは、２、合理的かつ効率的・効果的な活動の推進のための取組として記載をさせていただいています。  なお、４ページの（１）のウにつきましては、とりわけ熱中症対策については、取り出して表記をさせていただいているところでございます。  ５ページにつきましては、３として、適切な休養日等の設定ということで、既にこの内容につきましては、本年度から試行実施を行っているところでおり、おおむね定着しているところと考えています。  続いて、７ページからは、４、生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備というところを記載させていただいているところですが、８ページに江東区独自の拠点校方式の部活動についても記載をさせていただいているところでございます。  続いて、８ページから、５、学校単位で参加する大会等の見直しというところを記載させていただいておりますが、こちらにつきましては、１年間にどの部活がどれほどの数が増え、対外試合に出て、大会に動員をかけられているかというようなことを、今、全貌を明らかにするような調査を行うとともに、来年度、子どもたちにとって適切な大会数はどうだろうかということを、中学校長会と今議論を進めているところでございますので、もう少し時間がかかりますが、着手しているところでございます。  さらに、今回、ガイドラインとあわせまして、学校が部活動の実施方針などを保護者等に明確にわかるよう公開するための様式を整理しております。ガイドラインの後半に添付させていただきました別紙１、別紙２、別紙３をごらんください。  各学校の校長は、平成３１年４月より、別紙１にありますような学校の部活動に係る活動方針を策定するとともに、また、各部活動の顧問は、別紙２にあるような年間の活動計画を策定いたします。そして、別紙３にあるような、毎月の活動計画と実際の活動の実績を策定することといたしております。そして、策定いたしました別紙１と別紙２に関しましては、各学校のホームページに掲載し、公表することとしております。さらに別紙３につきましては、毎月の実施状況を教育委員会に報告することとしております。 
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 活動計画等の策定や公開につきましては、実際にはこれまで中学校における部活動運営上、統一した取り組みが行われてこなかった部分でございます。顧問の指導方針がどのようになっているのかわかりにくく、あるいは顧問の一存に任されていたり、管理職の監督が行き届きにくいなどの現状があります。スポーツという特性上、監督と選手、そしてその保護者という関係性の難しさから、活動内容の透明性が確保されないまま、あるいは生徒や保護者が疑問に感じていることを顧問に対して素直に質問できないような雰囲気が醸成されるなどの問題点も一部で指摘されているところでございます。ともすれば、部活大国などといった言葉で、顧問の権力が強すぎるなどの問題点が指摘されております。今回、これらの仕組みを整えることで校長の学校経営方針に基づいた部活動のあり方をマネジメントすることができるとともに、顧問が年間を見通した活動目標や活動内容をあらかじめ生徒や保護者に公開していくことで部活動の透明性を十分に確保し、また、適正な部活動の運営に対する意識を高めてまいりたいと考えています。  さらに、教員の部活動への関与に関しましては、今後、教員にかわって単独で部活動顧問を担うことのできる非常勤職員である部活動指導員の制度を整えるべく、現在、予算要求を行っているところでございます。このことにより、持続可能な適切な指導体制を整えてまいりたいと考えているところでございます。  最後に、文化部活動についてでございますが、文化部の活動に関しても、この特性を踏まえつつ、本方針に準じた取り扱いをしてまいりますが、今後、文化庁が作成を予定しているガイドラインについても注視してまいります。  また、小学校のクラブ活動におきましても、中学校に準じた扱いとしまして、子どもたちの過度な負担とならないよう配慮するとともに、教員の働き方改革の趣旨に沿った運営が行われるよう、学校に周知してまいりたいと思っています。  報告は以上でございます。  岩 佐 教 育 長  それでは、本件について質疑を願います。  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  続いて、報告事項５ 児童向け複合施設の整備についてを説明願います。  江東図書館課長。  上原江東図書館長  それでは、住吉一丁目の児童会館敷地を活用した児童向け複合施設の整備について、進捗状況のご報告をさせていただきます。 
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 資料８をごらんください。  まず１、これまでの意見聴取の状況です。児童向け複合施設の整備に当たっては、地域の皆様のご意見をできるだけ基本設計に反映させていくための取り組みを行っております。その１つが意見交換会の開催で、今年度４回開催する予定です。６月２日の第１回目の意見交換会を皮切りに、地元の町会長、民生・児童委員や公募区民などが参加いただきまして、これまで３回開催し、さまざまな視点からご意見をいただいております。  これまでの意見交換会では、子ども家庭支援センターとこどもとしょかんの機能をうまく連携させ、これまでの児童会館の役割の継承も含めた魅力ある施設、地域に開かれた施設という視点をもとに検討を進めてまいりました。  これらの考え方を受けた方向性として、子ども家庭支援センターとこどもとしょかんの乳児向けコーナーを同じフロアに配置し、両方の施設を自由に行き来できるなどを考えております。１２月開催予定の最後の意見交換会では、これまでの議論をもとに、基本設計のイメージとなるたたき台を提示して、さらにご意見をいただく予定でおります。  また、児童会館、小松橋出張所、白河こどもとしょかんに設置している常設の意見交換箱のほかに、深川第七中学校の生徒、近隣保育園の保護者、深川北子ども家庭支援センター利用者からもアンケートなどで意見を聴取し、意見交換会でこれらの報告を行っております。これらの意見の中で設計に反映可能なものにつきましては、柔軟に取り入れていきたいと考えております。  そのほか、民間事業者を対象に、本施設に関するサウンディング調査というものを実施いたしました。このサウンディング調査とは、官民連携による対話型意見聴取会や民間提案型市場調査などとも言いますが、今回のように子ども家庭支援センターとこどもとしょかんを一体的に運営するというような新たなコンセプトでの施設整備に当たり、民間のさまざまなアイデアを提案してもらうことで効率的な運営方法の参考にするとともに、可能であれば基本設計に反映させていこうというための取り組みとして行っているものでございます。このサウンディング調査の結果、９社からの提案がありまして、あわせてヒアリングなどを実施いたしました。提案内容については、意見交換会などで既に出ておりますアイデアでありますとか、区側で検討している内容とも重なる部分も多くございますが、これらについては基本設計に反映していきたいというふうに考えております。  続きまして、裏面の今後の検討の進め方、今後のスケジュールでございますが、これまでの意見交換会やアンケートでいただいたご意見、サウンディング調査で得られたアイデアなどを踏まえた基本設計プランのたたき台を、先ほど申し上げた１２月の意見交換会で区から提示し、基
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本設計を詰めてまいります。その後、実施設計と解体工事、新築工事を一括して委託するためのプロポーザルを１１月から１月に実施し、受託事業者について来年３月の第１回区議会定例会にお諮りする予定です。また、意見交換会のテーマである基本設計プランは、本年度末に地域の方々を対象に開催する計画説明会の場でご説明をする予定でございます。その後、来年度から実施設計に入りまして、３３年度末には竣工、３４年４月には開設するという予定となっております。  なお、本件につきましては、１０月１１日に開催されました文教委員会に、この同内容でご報告をしております。本教育委員会へのご報告が今回の定例会となりましたのは、先ほどご説明しました意見交換会の開催日等の都合でございますので、ご了承いただければと存じます。  私からの説明は以上です。  岩 佐 教 育 長  それでは、本件について質疑を願います。  よろしいでしょうか。 （「はい」と呼ぶ者あり） 岩 佐 教 育 長  それでは、本報告を終了いたします。  それでは、以上をもちまして平成３０年第１０回江東区教育委員会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。   


